
令和５年３月１２日 

 

各  位 

 

株式会社アイオイ保険センター 

代表取締役 堀内 充輝   

 

令和５年３月１３日以降のマスク着用について 

 

 令和５年３月１３日より、新型コロナウイルス感染症対策のマスク着用の考え方につい

ては個人の判断に委ねることを基本とする政府の方針が示されたことに合わせ、当社にお

けるマスク着用の基本的な取扱いを下記のとおりといたしましたので、お知らせいたしま

す。 

 

記 

 

 お客さまからの要請がある場合や、当社において業務上必要と判断しお客さまにお願い、

もしくは従業員に指示する場合を除き、マスクの着用は個人の判断に委ねるものといたし

ます。なお、当社の従業員がお客さまの所へ伺わせていただく場合については、引き続きマ

スクを着用することといたします。 

 

 当社では今後も、新型コロナウイルス感染症および季節性インフルエンザ等も含めた感

染症全般を予防するため、基本的な感染防止対策を各事業所において実施してまいります。 

 

以上 

 


